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二次評価結果

　評価できる取組

・幹線系統について、関係する全市町の公共交通会議の場で評価を行っていることが確認できました。
・公共交通計画の策定にあたっては、県を４つの地域に分け、それぞれに分科会を置いて協議を重ねていること
を評価します。

　期待する取組

・幹線系統の評価に際しては、県独自の指標等も用いて効果的な検証を行っていることが確認されましたが、各
市町の公共交通会議の場では、今後は一日当たりの輸送量等の指標も加えて評価を行うことについても検討さ
れることを期待します。
・輸送量や収支率が低く、維持が危ぶまれる地域間幹線系統（特に計画輸送量が15未満となっている系統）につ
いては、現状の把握や課題の整理を行うとともに、当該系統の必要性に応じ、利用促進や系統維持に向けた関
係事業者や沿線自治体等と連携した取組の実施に期待します。
・引き続き各種調査等や検討会を通じ、県と市町の役割をよく検討し、また各市町の地域公共交通計画との整合
性を図り、持続可能な地域公共交通サービスを実現するための地域公共交通計画を策定されることを期待しま
す。


